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匝瑳市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 平成２５年３月２５日(月)午後３時００分から午後４時１０分まで 

 

２ 開催場所 市民ふれあいセンター視聴覚室 

 

３ 出席委員（２７名） 

１番 鈴 木 正 夫 委員 ２番 菱 木 信 治 委員 

３番 伊 能 正 啓 委員 ４番 熱 田 幸 子 委員 

５番 鈴 木 一 郎 委員 ６番 江波戸 博 委員 

７番 大 木 岩五郎 委員 ８番 岩 井 淳 委員 

９番 渡 邉 弘 仁 委員 １０番 實 川 元 久 委員 

１１番 塚 本 虎之助 委員 １２番 二 村 正 美 委員 

１３番 伊 藤 定 夫 委員 １４番 川 口 京 子 委員 

１５番 太 田 忠 治 委員 １６番 大 木 清 委員 

１７番 及 川 誠 委員 １８番 大 木 一 夫 委員 

１９番 伊 藤 秀 雄 委員 ２０番 加 瀬 浩 市 委員 

２１番 林 豊 委員 ２２番 増 田 正 義 委員 

２３番 大 木 傳一郎 委員 ２４番 石 毛 利 雄 委員 

２５番 菅 谷 守 夫 委員 ２６番 伊 藤 幸 夫 委員 

２７番 熊 切  清 委員 

 

４ 欠席委員（０名） 

    

５ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

第２  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について ３件 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定について 

 ７件 

議案第３号 贈与税の納税猶予に関する適格者証明について ２件 

議案第４号 農地のあっせん申し出に係るあっせん委員の選出について 

  ２件 

議案第５号 農作業標準賃金及び標準農作業料金（案）について （別冊） 

議案第６号 平成２４年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）について （別冊） 

議案第７号 平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につ

いて （別冊） 

その他 
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６ 事務局職員出席者 

 （農業委員会事務局） 

事務局長ほか２名 

 

７ 会議の概要 

 

事務局   ただ今から平成２５年度３月定例農業委員会総会を開会いたします。 

      はじめに、増田会長より御挨拶をお願いいたします。 

 

増田会長  委員の皆さん、本日は誠に御苦労様です。 

      委員各位におかれましては、御多忙にもかかわらず御参集いただき、ち

ゅう心より感謝申し上げます。 

       

事務局   本日、出席委員は２７名中２７名で定足数に達しておりますので、総会

は成立しております。 

      それでは、匝瑳市農業委員会会議規則により、議長は会長が務めること

となっておりますので、以降の議事の進行は増田会長にお願いします。 

 

議 長   これより議事に入ります。日程第１の議事録署名委員の指名を議題とい

たします。 

お諮かりいたします。議事録署名人の指名でございますが、議長指名に

て御異議ございませんか。 

 

（「異議なし。」の声あり） 

 

議 長   御異議なしと認めます。 

   よって議事録署名委員は、１７番及川誠委員１８番大木一夫委員を指名

いたします。 

      以上で日程第１を終わります。 

 

議 長   続きまして、日程第２の議案第１号「農地法第３条の規定による許可申

請について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第１号、番号２番、３番は賃借権に関する件、番号１番は所有権移

転に関する件であります。 

 

      【議案第１号、番号１番から３番を議案書をもとに朗読】 

      番号１番から３番は、別添の調査書にあるとおり、農地法第３条第２項

各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。 
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      以上で議案の説明を終わります。 

 

議 長   ただいまの説明に関して、地区担当委員から調査結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

１３番  番号１番について、譲受人は意欲的に営農をしています。申請地は自作

地に隣接した農地で耕作の効率も良く、また作付計画からみても周辺の、

農地利用に影響は少ないと思います。後継者も意欲的に営農をしており労

働力などからみても問題ないと思われます。 

 

１０番  番号２番について、当該地区は基盤整備事業の事業区域となっています。

事業完了後には互いの農地を交換し農地の集積を図ることとなるのですが、

事業期間の違いにより、完了が早い事業区域内農地について、交換に先立

ち賃貸借するものです。譲受人は意欲的に営農に取り組んでおり、問題な

いと思われます。 

 

３番  番号３番について、譲受人は意欲的に営農をしており、所有農機具の状

況、労働力からみても問題ないと思われます。 

 

議 長   ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 

 

      （質問、意見なし） 

 

議 長   議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」の質疑を打

ち切ることに御異議ございませんか。 

       

  （「異議なし。」の声あり） 

 

議 長   御異議ないものと認め、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申

請について」採決に入ります。原案のとおり決することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

        

 （挙手全員） 

 

議 長   挙手全員であります。 

      よって本案は、原案のとおり許可することに決しました。 

 

議 長   次に、議案第２号、「農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定

について」を議題といたします。事務局より議案の説明をお願いします。 



 
4 

事務局   それでは、第２号の議案書を御覧下さい。今月の農地法第５条の許可申

請は、７件でございます。 

 

      【議案第２号、番号１番から７番を議案書をもとに朗読】 

 

事務局  番号１番の申請地は、現況畑２２４㎡を借受け専用住宅を計画するもの

です。農地の区分と転用目的は問題ないと考えます。 

  番号２番の申請地は、現況畑４９６．１７㎡を譲受け専用住宅を計画す

るものです。農地の区分と転用目的は問題ないと考えます。 

  番号３番の申請地は、現況畑５５８㎡を譲受け車両置場を計画するもの

です。農地の区分と転用目的は問題ないと考えます。 

  番号４番の申請地は、現況畑５６９㎡を借受け専用住宅を計画するもの

です。農地の区分と転用目的は問題ないと考えます。 

  番号５番の申請地は、現況畑２７１㎡を譲受け専用住宅を計画するもの

です。農地の区分と転用目的は問題ないと考えます。 

番号６番の申請地は、現況畑３９８．７㎡を譲受け専用住宅を計画する

ものです。農地の区分と転用目的は問題ないと考えます。 

  番号７番の申請地は、現況畑２３８㎡を借受け専用住宅を計画するもの

です。農地の区分と転用目的は問題ないと考えます。 

 

議 長   ただいまの事務局の説明に関して、地区担当委員から御報告をお願いし

ます。 

 

１３番  番号１番について、申請者は現在集合住宅に住んでいますが、定年後は

義母の面倒を義姉家族と一緒に見ていきたいと考えています。また将来自

分が年老いた時には義姉家族と互いに支えあっていきたいとのことです。 

  義姉の住居の隣接地へ専用住宅を計画し、現在の住宅は売却することと

なっています。資金等を含む事業計画からも申請目的の実現が可能である

と思います。申請地は第３種農地の中で住宅化が進行しており、周辺農地

への日照、排水等の影響はないと思います。農地区分や転用目的に問題あ

りません。 

 

９番  番号２番について、申請者は２世帯住宅の建替えを計画しましたが、敷

地の形状等により現敷地での建設計画をあきらめ、新たに畑を買い求め専

用住宅を計画するものです。周辺農地への日照、排水等の影響は少ないと

思います。資金計画等からも申請目的実現が可能であると思います。農地

区分や転用目的に問題ありません。 

 

１５番  番号３番について、申請者は自動車販売修理業を営んでいます。事業用



 
5 

地が不足することとなり、事業地の隣接地に新たに車両置場を計画するも

のです。申請地は第１種農地ですが、既存施設の拡張で申請面積が既存施

設の敷地の面積の２分の１を超えておらず農地区分や転用目的にも問題あ

りません。 

 

２３番  番号４番について、現在集合住宅に住んでいますが、子供の成長に伴い

祖父より畑を借受け、専用住宅を計画するものです。なお、転用の面積に

ついては、申請地の隣接道路は狭小で一部を緩衝地として利用する計画と

なっており、また一部は一般の排水路として使用する計画となっています。

申請地は第２種農地ですが住宅化が進行しており、周辺農地への日照、排

水等の影響はないと思います。農地区分や転用目的に問題ありません。 

 

１番  番号５番について、現在賃貸住宅に住んでいますが、定年後は子供の住

居の近くに居を構えたいとのことです。申請地は第２種農地で住宅化が進

行しており、周辺農地への日照、排水等の影響はないと思います。農地区

分や転用目的に問題ありません。 

 

１０番  番号６番について、現在共同住宅に住んでいますが、子供の成長に伴い

専用住宅を計画するものです。周辺農地への日照、排水等の影響はないと

思います。申請目的実現の確実性についてですが、他法令の許認可につい

て、現在関係者と調整中とのことです。農地区分や転用目的に問題ありま

せん。 

 

４番  番号７番について、現在両親と同居していますが、子供の成長に伴い専

用住宅を計画するものです。周辺農地への日照、排水等の影響はないと思

います。資金等を含む事業計画からも申請目的の実現が可能であると思い

ます。農地区分や転用目的に問題ありません。 

 

議 長   事務局及び担当地区委員の説明が終わりました。これに質疑、御意見は

ございませんか。 

 

２３番  番号６番ですが、転用目的実現の確実性について、現時点では他法令の

許可等の見込みが不鮮明とのことですので、他の案件と分けて審査・採決

してはいかがかと思います。 

 

議 長  番号６番について、ほかの案件とは別に審議・採決してはどうかとの意

見がありましたがこれに、御意見はございませんか。 

 

 （「異議なし。」の声あり） 
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議 長  御異議ないものと認め、議案第２号 番号６番について、ほかの案件と

は別に審議・採決いたします。番号６番を除き、質疑に入ります。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長   議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」番号６番を

除き質疑を打ち切ることに御異議ございませんか。 

       

   （「異議なし。」の声あり） 

 

議 長   御異議ないものと認め、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申

請について」番号６番を除き採決に入ります。原案のとおり決することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

        

  （挙手全員） 

 

議 長   挙手全員であります。 

      よって本案は、原案のとおり許可することに決しました。 

  引き続き、「農地法第５条の規定による許可申請について」の番号６番に

ついて、質疑にはいります。 

 

２３番  許可は建築確認済書の交付の見込みがついた後にされたいとの意見を付

け進達してはどうかと思います。 

 

議 長  ただ今、許可は建築確認済書の交付の見込みが出た後にされたいとの意

見を付け進達してはどうかとの御意見がありましたが、その他御意見ござ

いますか。 

 

 （「異議なし。」の声あり） 

 

議 長  御異議ないものと認め、議案第２号、６番について採決に入ります。 

  許可は建築確認済書の交付の見込みがついた後にされたいとの意見を付

け進達することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

 （挙手全員） 

 

議 長   挙手全員であります。 

      よって本案は、左様決しました。 
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議 長   次に、議案第３号、「贈与税の納税猶予に関する適格者証明について」を

議題といたします。本案につきましては、去る２２日現地調査会が開催さ

れましたので、その経過報告について、各班の班長より報告をお願いいた

します。 

 

 【番号１番 第４班班長の報告】 

  本件につきましては、去る３月２２日午後１時より、贈与税の納税猶予

に関する適格者証明に係る農地の現地調査を実施いたしました。対象農地

は、良好に管理されていました。 

  その後の意見交換では、調査した委員より農地として利用されており、

問題ないのではとの意見が出されましたので、報告いたします。 

 【番号２番 第２班班長の報告】 

  本件につきましては、去る３月２２日午後１時より、贈与税の納税猶予

に関する適格者証明に係る農地の現地調査を実施いたしました。対象農地

は、良好に管理されていました。 

  その後の意見交換では、調査した委員より農地として利用されており、

問題ないのではとの意見が出されましたので、報告いたします。 

 

議 長  第４班、第２班の班長の説明が終わりました。これに質疑、御意見はご

ざいませんか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長   御異議ないものと認め、議案第３号「贈与税の納税猶予に関する適格者

証明について」採決に入ります。各現地調査班の報告のとおりに決するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

        

  （挙手全員） 

 

議 長   挙手全員であります。 

      よって本案は、左様決しました。 

 

議 長   次に、議案第４号「農地のあっせん申し出に係るあっせん委員の選出に

ついて」を議題といたします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

事務局 今月の農地のあっせん申し出は、２件でございます。 

あっせん申出番号 1 番については、田５筆、畑１筆を、売買又は賃借し

たいとのことです。 

あっせん申出番号２番については、田１筆、畑１筆を賃借したいとのこ
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とです。 

 

議 長   事務局の説明が終わりました。これに質疑、御意見はございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

議 長  御異議ないものと認め、あっせん申出番号 1 番のあっせん委員に１０番 

實川元久委員、２５番菅谷守夫委員を、あっせん申出番号２番のあっせん

委員に１４番川口京子委員、１５番太田忠治委員を選出したいと考えます

が、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし。」の声あり） 

 

議 長   御異議なしと認めます。 

お諮りいたします。議案第４号「農地のあっせん申し出に係るあっせん

委員の選出について」質疑を打ち切ることに御異議ございませんか。 

 

      （「異議なし。」の声あり） 

 

議 長   御異議ないものと認め、議案第４号「農地のあっせん申し出に係るあっ

せん委員の選出について」採決に入ります。 

      あっせん申出番号 1 番のあっせん委員に１０番 實川元久委員、２５番

菅谷守夫委員を、あっせん申出番号２番のあっせん委員に１４番川口京子

委員、１５番太田忠治委員を、選出することに賛成の委員の挙手を求めま

す。 

 

      （挙手全員） 

 

議 長   挙手全員であります。 

      よって、あっせん委員は、左様決定いたしました。 

 

議 長  次に、議案第５号、「農作業標準賃金及び標準農作業料金について」を議

題といたします。本案につきましては、去る２２日農政委員会が開催され

ましたので、その経過報告について、農政委員長より報告をお願いいたし

ます。 

 

【農政委員長の報告】 

本件につきましては、去る３月２２日午後３時３０分より、市民ふれあ

いセンター視聴覚室において、農作業標準賃金及び標準農作業料金を定め
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るため、審議いたしました。 

匝瑳市においては、昨年と作業形態の変更がない点、作業料金について

苦情等がない点、近隣の旭市との差額が少ないことなどの点から、昨年度

と同様の作業料金で問題ないとの結論となりましたので報告します。 

本総会において、承認決定されますよう御審議の程よろしくお願いしま

す。 

 

議 長  農政委員長の報告が終わりました。これに質疑、御意見はございません

か。 

 

（質問、意見なし） 

 

議 長   御異議なしと認めます。 

       お諮りいたします。議案第５号「農作業標準賃金及び標準農作業料金に

ついて」質疑を打ち切ることに御異議ございませんか。 

 

      （「異議なし。」の声あり） 

 

議 長   御異議ないものと認め、採決に入ります。原案のとおり決することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

 

      （挙手全員） 

 

議 長   挙手全員であります。 

      よって本案は、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長   次に、議案第６号、平成２４年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価(案)についてを議題といたします。これに質疑、御意見はござい

ませんか。 

 

      （質問、意見なし） 

 

議 長   御異議なしと認めます。 

      お諮りいたします。議案第６号平成２４年度の目標及びその達成に向け

た活動の点検・評価(案)について質疑を打ち切ることに御異議ございませ

んか。 

 

      （「異議なし。」の声あり） 

 



 
10 

議 長   御異議ないものと認め、議案第６号平成２４年度の目標及びその達成に

向けた活動の点検・評価(案)について、採決に入ります。 

      議案第６号について原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 

      （挙手全員） 

 

議 長   挙手全員であります。 

      よって本案は、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長   次に、議案第７号、平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動計画

(案)についてを議題といたします。これに質疑、御意見はございませんか。 

 

      （質問、意見なし） 

 

議 長   御異議なしと認めます。 

      お諮りいたします。議案第７号平成２５年度の目標及びその達成に向け

た活動計画(案)について質疑を打ち切ることに御異議ございませんか。 

 

      （「異議なし。」の声あり） 

 

議 長   御異議ないものと認め、議案第７号平成２５年度の目標及びその達成に

向けた活動計画(案)について、採決に入ります。 

      議案第７号について原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 

      （挙手全員） 

 

議 長   挙手全員であります。 

      よって本案は、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長   お諮りいたします。本日、大木傳一郎委員より発議案第１号「ＴＰＰ交

渉参加表明の撤回を求める建議について」の提案がありました。この際、

本発議案について本日の日程に追加し議題と致したいと思いますがこれに

御異議ございませんか。 

 

（「異議なし。」の声あり） 

 

議 長  御異議なしと認めます。よって発議案については、本日の日程に追加し
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議題とすることに決しました。なお、発議案の配布漏れはありませんか。 

 （「なし。」の声あり） 

 

議 長 配布漏れなしと認めます。 

 発議案第１号を議題とします。 

  お諮りいたします。発議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由

の説明を求めることに、御異議ございませんか。 

 

  （「異議なし。」の声あり） 

 

議 長  御異議なしと認めます。よって、これより発議案第１号について、提案

者から提案理由の説明を求めることに決しました。発議案第１号について

本案提出者、大木傳一郎委員から提案理由の説明を求めます。 

 

２３番  【発議内容を説明】 

 

議 長  発議案第１号の説明が終わりました。これより、質疑に入ります。発議

案第１号「ＴＰＰ交渉参加表明の撤回を求める建議について」を議題とし

ます。これに質疑、御意見はございませんか。 

 

１５番  先月の、総会にて「国民への約束を守りＴＰＰ交渉参加断念を求める建

議」を決定しています。同一の内容があるようですので、条件的な要件を

追加してはいかがかと思います。 

 

２３番  前回の建議とは、趣旨が異なっていると思っています。先ほどの提案は

推移の状況により、検討してはどうかと思います。 

 

議 長  その他、御意見はございませんか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長  御異議なしと認めます。お諮りいたします。発議案第１号「ＴＰＰ交渉

参加表明の撤回を求める建議について」の質疑を打ち切ることに御異議ご

ざいませんか。 

 

 （「異議なし。」の声あり） 

 

議 長   御異議ないものと認め、発議案第１号「ＴＰＰ交渉参加表明の撤回を求

める建議について」採決に入ります。 
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      発議案第１号について原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 

      （挙手全員） 

 

議 長   挙手全員であります。 

      よって本案は、原案のとおり決定いたしました。 

なお、語句等に修正がある場合には、議長に一任させて頂きます。 

 

議 長 次にその他でございますが、何かございますか。 

 

（「なし。」の声あり） 

 

議 長 ないようですので、本日、御審議いただいた案件は、 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について ３件 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定について 

 ７件 

議案第３号 贈与税の納税猶予に関する適格者証明について ２件 

議案第４号 農地のあっせん申し出に係るあっせん委員の選出について 

  ２件 

議案第５号 農作業標準賃金及び標準農作業料金（案）について （別冊） 

議案第６号 平成２４年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）について （別冊） 

議案第７号 平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）に 

ついて （別冊） 

発議案第１号 ＴＰＰ交渉参加表明の撤回を求める建議について 

 

その他でありました。 

 

長時間にわたり、慎重審議をいただき誠にありがとうございました。 

また、委員各位の御協力に感謝申し上げます。 

これをもちまして、平成２５年３月２５日の匝瑳市農業委員会の定例総会

を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 


